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陳情書

山水苑地区の開発計画における地区住民同士の紛争の解決について、以下陳情します。　

１.状況のご説明

これまで、我々地区住民は、建築基準法上の山水園条例（建物の高さ制限や用途制限）および「風と光と杜との語らいの街｢山水苑｣団地規約」に基づき、山水苑地区の住環境を守ってきました。木の一本も伐採せずに豊かな自然環境を守ってきました。　また、敷地内にある旧麻生別荘は豊かな緑に覆われた別府の別荘文化を代表する歴史的建造物であり、地区住民の誇りとしておりました。

今回、もともとの開発者である林興産の関連会社である（有）桜住デザイン（代表取締役　大田ゆり　電話　０９７７－　　）が推進している開発計画により、多くの緑地が失われ、旧麻生別荘もとり壊しの危機にあるという事を知り、とても懸念しております。
かような重要案件に関して、開発者は地区住民に対する説明会を平成１７年１１月２７日に開催し、平成１７年１２月１２日には取り壊し作業を始めると宣言しております。開発者より示された計画図では多くの緑が失われ、旧麻生別荘も取り壊しの計画となっており、多くの地区住民にとって到底受け入れがたい計画であります。

問題解決に向けての充分な話合いがもたれているとは思えません。
２．陳情内容
開発者と地区住民の間で、紛争が生じております。　別府市および別府市議会に置かれましては、市民間の紛争を解決するための作業をお願いします。
そのためにはまず平成１７年１２月１２日より始まっている取り壊し工事の一旦中止と、開発者に対して我々住民と共に良好な住環境の保全に努めるように働きかけていただきたく、お願いもうしあげます。
